
2022年8月、大手旅行会社のエイチ・アイ・エスは資本金を247億円から1億円に「減資」すること

を明らかとしました。 

このように大企業が減資によって“中小企業化”を行う背景には、企業内の財政健全化だけでなく、

税負担軽減を目的とするケースが多いです。 
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税務上は資本金の額が1億円超の企業を「大法

人」、1億円以下の企業を「中小法人」と定め

ており、税務上の取り扱いにもいくつかの違

いが存在します。 

コロナ禍においては業績が大幅に悪化する企

業が増加しており、東京商工リサーチによる

と、2020年度（2020年4月～2021年3月）には、

「減資」によって大法人から中小法人へと移

行した企業数は997社（前期比39.4％増）へと

急増しています。 

コロナ禍によって減資を行う企

業数が増加 



記事作成： 

コロナ禍による経営環境の大幅な変化に伴い、資本金1億円以下に減資し、

“中小企業化”を実行する大企業が増加しています。 

税務上の「中小法人」に該当することでさまざまなメリットが受けられ

る一方、信用力の低下を招くリスクもあるため、減資の判断は慎重に行

いましょう。 

佐園達哉税理士事務所 
〒 675-0017 加古川市野口町良野242番1の3 オフィス松風101号室 

TEL：079-429-6623 FAX：079-429-6624 

お問い合わせ 

事務所名を変更
してください 

2/2 

資本金1億円以下に減資する税務上のメリットは？ 

資本金を1億円以下に減資し、税務上の「中小法人」となるメリットとし

ては、主に以下の内容が挙げられます。 

1. 繰越欠損金の全額控除 

2. 欠損金の繰戻し還付 

3. 軽減税率の適用 

4. 外形標準課税の適用除外 

5. 800万円以下の交際費の損金算入 

6. 30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入 

特に業績悪化などによって発生した赤字を、将来発生する黒字と相殺して納税額を減少させる「欠

損金の繰越控除」については、大法人の場合には課税所得の50％が上限であるのに対し、中小法人

であれば課税所得の全額を控除することが可能となります。 

また黒字が発生した場合においても、中小法人であれば課税所得のうち800万円以下の部分には法

人税率15％（大法人の場合には23.2％）が適用されるなど、中小法人に該当することで税務上のさ

まざまなメリットを享受できます。 


